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研究の概要（２００～３００字で記入、図・グラフは使用しないこと） 

 

フランス民法典では、売主によって引き渡された目的物が売買契約で定められた品質・性能を有していない場合の

買主に、次の３つの救済手段が認められている。すなわち、①目的物の本質にかかわる錯誤による無効訴権（１１

１０条）、②引渡債務の不履行に基づく解除訴権（１１８４条）、および損害賠償訴権（１１４７条）、および ③隠

れた瑕疵に基づく瑕疵担保訴権（１６４１条以下）である。そして、わが国におけると同じくフランスにおいても、

これら３つの救済手段の適応領域をどのように区別すべきかについて、長い間議論がなされてきた。本研究は、と

りわけ②と③の区別を扱うものである。 

 

キーワード（研究内容をよく表しているものを３項目以内で記入。） 
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※ホームページ等で公表します。（様式２－１）  
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研究成果の概要（図･グラフ等は使用しないこと。） 

フランス民法典では、売主によって引き渡された目的物が売買契約で定められた品質・性能を有していない場合の

買主に、次の３つの救済手段が認められている。すなわち、①目的物の本質にかかわる錯誤による無効訴権（1110

条）、②引渡債務の不履行に基づく解除訴権（1184条）および損害賠償訴権（1147条）、および、③隠れた瑕疵に基

づく瑕疵担保訴権（1641 条以下）である。そして、わが国におけると同じくフランスにおいても、これら３つの救

済手段の適用領域をどのように区別すべきかについて、長い間議論がなされてきた。とりわけ、②と③の区別は、

困難であるとされてきた。というのも、引渡債務は、単なる目的物の物理的な引渡しを意味するのではなく、目的

物の性質が契約に適合するか否かをも問題とする概念であり、同じく目的物の適合性を保障する瑕疵担保責任と、

その基盤において共通するからである。そこで、瑕疵担保責任と引渡債務の不履行責任との区別が問題となり、伝

統的には、「瑕疵」概念を限定することにより、その解決が図られてきた。すなわち、瑕疵とは、目的物の変質・損

傷などの客観的な欠陥のことを意味し、このような欠陥はないが、引き渡された目的物が合意された物と異なる場

合とは区別されるとする。そして、③1641 条以下の瑕疵担保責任は、瑕疵に関する法制度であり、目的物が契約に

適合しない場合は、②引渡債務の不履行または①目的物の本質の錯誤によって買主が救済され、両者は明確に区別

されると解されてきた。 

このような伝統的理解を支持する見解は、現在のフランスでも多数である。例えば、ルヴヌール教授は、②適合性

の欠如と③瑕疵との区別は困難ではなく、むしろ、③瑕疵と①本質の錯誤の区別が難しいとする。そして、瑕疵と

引渡債務（適合性）の不履行との区別を次のように述べている。すなわち、「隠れた瑕疵は、物をその定められた用

法に不適切なものとする欠陥であり、他方で、適合給付義務の違反は、引き渡された物が注文により特定されたと

ころに対応していないときに認められる」とする。そして、赤いフェラーリの売買契約を例に、黄色のフェラーリ

が引き渡された場合には引渡債務の不履行である。しかし、赤のフェラーリが引き渡されたものの塗装が不完全で

あって、すぐに塗装がはがれてしまった場合には、隠れた瑕疵が問題となるとする。それゆえ、伝統的理解（二元

説）によれば、両者の区別はあいまいではなく、「容易に理解することができる」とされる。 

上記の二元説に対しては、その区別に従って異なった扱いをするのは妥当でなく、いずれも債務不履行の一場合に

ほかならないとの見解（機能説）が有力に展開されてきた。この見解は、瑕疵担保と債務不履行とを二元的に把握

するのではなく、両者を、その共通する基盤である目的物の「適合性」という観点から一元的に理解し、その区別

を時的区分に求める。すなわち、売買目的物の瑕疵が隠れたものか否かによって、「受領時を基準とする『引渡債務』

の不履行訴権と瑕疵担保訴権との『時的区分』を行う」とする。そして、破毀院も、この一元説の影響を受け、1986

年 2月 7日の２つの大法廷判決において、瑕疵担保訴権の短期の出訴期間の制限を定めた民法典 1648条の適用を回

避するために、隠れた瑕疵の存在する物は契約に適合しない(non-conformité ou défauts de conformité)物である

と解し、30年の消滅時効（民 2262条）にかかる引渡債務の不履行に基づく訴権（民 1184条）を認めた。しかし、

この大法廷判決に対して、学説の多くは次のような批判を展開した。すなわち、判旨のように解すると、瑕疵担保

責任が問題となる場合がすべて引渡債務の不履行責任の問題に解消され、1641 条以下の瑕疵担保責任の規定が無用

なものとなり、民法典の体系に反する。そこで破毀院も、このような学説の批判を容れ、二元説へとその立場を転

回した。すなわち、破毀院第 1民事部 1993年 5月 5日判決（D.1993, p.506 note A.Bénabent）は、「隠れた瑕疵と

は、物をその通常の用途に適さないものとする欠陥であり、契約責任（債務不履行）訴権ではなく、民法典 1641条

以下に規定された条項に基づく担保訴権を認めるものである」と判示し、引渡債務の不履行を主張して 1648条の期

間制限に服しないとした当事者（買主）の上告を棄却した。そして破毀院は、この 1993年に相次いで二元説に立脚

する判決を公にし(9)、その後も同じ立場を維持している。 

※  この（様式２）に記入の、成果の公表を見合わせる必要がある場合は、その理由及び差し控え期間

等を記入した調書（Ａ４縦型横書き１枚・自由様式）を添付すること。  
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研究成果の概要（つづき） 

 

※  この（様式２）に記入の、成果の公表を見合わせる必要がある場合は、その理由及び差し控え期間

等を記入した調書（Ａ４縦型横書き１枚・自由様式）を添付すること。  



（様式３）  

立教 ＳＦ Ｒ－ 個人 －報 告  

 

研究発表（研究によって得られた研究経過・成果を発表した①～④について、該当するものを記入してください。該当するものが多い 

場合は主要なものを抜粋してください。） 

①雑誌論文（著者名、論文標題、雑誌名、巻号、発行年、ページ） 

②図書（著者名、出版社、書名、発行年、総ページ数） 

③シンポジウム・公開講演会等の開催（会名、開催日、開催場所） 

④その他（学会発表、研究報告書の印刷等） 
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